
10月13日、大阪市議会で
“日本軍「慰安婦」問題の早期解決に関する意見書”が可決！！
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2010 年 10 月 13 日、大阪市議会で“日本軍「慰安婦」問題の早期解

決に関する意見書”が可決されました。これで、全国の地方自治体で

意見書が可決されたのは３４カ所となりました。日本軍「慰安婦」被

害者の多くが８０歳を超え、一刻の猶予もない状況です。菅政権は今

すぐ公式の謝罪と補償を行い、尊厳回復を行うべきです。

これまで、日本軍「慰安婦」問題の解決を求める
意見書が可決された自治体
大阪市、木津川市、八幡市、北栄町、高槻市、一関市、多良間村、

豊見城市、読谷村、南城市、西東京市、小樽市、堺市、吹田市、今

帰仁村、向日市、我孫子市、岡山市、ふじみ野市、田川市、国立市、

船橋市、長岡京市、国分寺市、泉南市、生駒市、京田辺市、小金井

市、三鷹市、箕面市、福岡市、札幌市、清瀬市、宝塚市（順不同）

日 本 軍「慰安婦」 問題の 早期解決に関 する意見書

かつての戦争において、日本が近隣諸国の人々に多大な被害を与え

てから、６５年が経過する。しかし、いまだに戦争被害の傷は癒され

ていない。日本軍「慰安婦」問題は、その象徴的な被害であり、人間

としての名誉と尊厳を著しく傷つけられた被害者の思いは筆舌に尽く

しがたいものがある。

日本政府としては、１９９３年８月に、当時の河野洋平内閣官房長

官がお詫びと反省の気持ちを述べ、そのような気持ちを我が国として

どのように表すかについては、今後とも真剣に検討すべきものという

談話を発表しているが、何ら進展していない。

よって国におかれては、河野談話に矛盾しないよう慰安婦問題の真

相究明を行い、被害者の尊厳回復とともに、今日なお存在する女性へ

の暴力･人権侵害の解決に向け、誠実に対応されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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